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第１章 令和４年度埼玉県就労実態調査の概要 

 

１ 調査の目的 

県内の事業所を 対象に、 労働条件や職場の労働環境などを 調査し 、 労働者の就労状況を把

握すると と も に、 今後の県の労働施策を 検討するための基礎資料と する。  

２ 調査時点 

令和４ 年７ 月３ １ 日 

３ 調査対象事業所 

調査の対象は、 次の表に掲げる産業などを営む県内中小企業１ ， ８ ０ ０ 事業所及び、 中小

企業と 比較するための大企業２ ０ ０ 事業所と し た。（ 個人経営等を 除く 。）  

対象事業所は、 総務省から 提供さ れた「 令和２ 年次フ レ ーム」 の母集団情報（ 株式会社・

有限会社・ 相互会社、 合名会社・ 合資会社、 合同会社及び会社以外の法人かつ企業産業大分

類Ｄ 、 Ｅ 、 Ｇ ～Ｒ の民営事業所） から 、 県内にある本所事業所、 支所事業所及び県内の単独

事業所から 無作為抽出し た。  

産業ごと の中小企業と 大企業の区分は、 次の基準による。  

（ 注） 産業分類は、 総務省「 日本標準産業分類」（ 平成２ ５ 年１ ０ 月改定） による。  
   なお、 本調査では「 生活関連サービス業、 娯楽業」「 複合サービス事業」「 サービス業 
   （ 他に分類さ れないも の）」 に属する事業所を 合わせて「 サービス業」 と し て集計し て 
   いる。  

４ 調査項目 

（ １ ） 事業所の主要事業、 企業全体の常用労働者数  

（ ２ ） 労働者の就業形態等 

（ ３ ） 外国人材の受入れ・ 活用  

（ ４ ） 職場のハラ スメ ント やメ ンタ ルヘルス対策  

（ ５ ） 仕事と 生活の両立支援 

（ ６ ）「 働き 方」 の見直し や改善（ 働き 方改革） の取組 

  

区分（ 企業別大分類）  
企業の常用労働者数 

中小企業 大企業 

建 設 業（ Ｄ ）  
製 造 業（ Ｅ ）  
運輸業、 郵便業（ Ｈ ）  
金融業・ 保険業（ Ｊ ）  
不動産業（ Ｋ ）  

３ ０ ０ 人以下 ３ ０ １ 人以上 

情報通信業（ Ｇ ）  
卸 売 業（ Ｉ ）  
物品賃貸業（ Ｋ ）  
学術研究、 専門・ 技術サービス業（ Ｌ ）  
宿 泊 業（ Ｍ）  
教育、 学習支援業（ Ｏ ）  
医療、 福祉（ Ｐ ）  
サービス業（ Ｎ ， Ｑ ， Ｒ ）  

１ ０ ０ 人以下 １ ０ １ 人以上 

小 売 業（ Ｉ ）  
飲食サービス業（ Ｍ）  

５ ０ 人以下 ５ １ 人以上 
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５ 調査方法 

郵送によるアンケート 調査 

 

６ 調査票の回答状況 

調査票の回答状況は、 次のと おり である。  

調査対象数 有効回答数 

２ ， ０ ０ ０  ５ ４ ４  

※有効回答数５ ４ ４ の内訳は、 中小企業４ ７ １ 事業所、 大企業７ ３ 事業所である。  

 

７ 集計事業所の産業別・企業規模別内訳 

集計事業所の産業別・ 企業規模別内訳は、 次のと おり である。  

 

（１）中小企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大企業 

 

 

 

 

 

 

  

10人以下 11～30人 31～50人 51～100人 101～300人 301～1000人 1001人以上

中 小 企 業 計 471 139 191 58 61 22 - -

建 設 業 51 19 21 2 4 5 - -

製 造 業 55 8 20 8 9 10 - -

情 報 通 信 業 1 - 1 - - - - -

運 輸 業 、 郵 便 業 20 1 7 4 5 3 - -

卸 売 業 ・ 小 売 業 75 20 31 18 6 - - -

金 融 業 ・ 保 険 業 13 5 3 - 1 4 - -

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 24 7 9 - 8 - - -

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 業 12 2 8 - 2 - - -

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 38 20 15 3 - - - -

教 育 、 学 習 支 援 業 19 4 10 4 1 - - -

医 療 、 福 祉 88 33 28 11 16 - - -

サ ー ビ ス 業 75 20 38 8 9 - - -

区　　分
集計

事業所数

企業規模（常用労働者数）

10人以下 11～30人 31～50人 51～100人 101～300人 301～1000人 1001人以上

大 企 業 計 73 - - - 11 21 26 15

建 設 業 5 - - - - - 1 4

製 造 業 8 - - - - - 6 2

情 報 通 信 業 3 - - - - 2 - 1

運 輸 業 ・ 郵 便 業 - - - - - - - -

卸 売 業 ・ 小 売 業 21 - - - 11 6 4 -

金 融 業 ・ 保 険 業 1 - - - - - 1 -

不 動 産 業 ・ 物 品 賃 貸 業 - - - - - - - -

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 業 1 - - - - 1 - -

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 2 - - - - - 1 1

教 育 、 学 習 支 援 業 4 - - - - 1 2 1

医 療 ・ 福 祉 16 - - - - 8 7 1

サ ー ビ ス 業 12 - - - - 3 4 5

区　　分
集計

事業所数

企業規模（常用労働者数）
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８ 主な用語の説明 

（１）常用労働者 

パート タ イ ム労働者を含み、 次のいずれかに該当する者を いう 。  

・ 期間を 定めず、 又は１ か月を 超える期間を定めて雇われている者 

・ 取締役、 理事などの役員でも 、 常時勤務し 、 一般の労働者と 同じ 給与規則で毎月 

給与が支払われている者 

・ 事業主の家族でも ､常時その事業所に勤務し 、 他の労働者と 同じ 給与規則で毎月 

給与が支払われている者 

 

（２）正規労働者（正社員） 

雇用期間の定めがない者のう ち、 非正規労働者以外の者。 いわゆる正社員。  

 

（３）非正規労働者 

①フルタイムパート 

 パート 、 アルバイ ト などと 呼ばれている者で、 次の全てに該当する者 

     ・ 雇用期間が１ か月を超えるか、 又は定めがない者 

     ・ １ 週の所定労働時間が正社員と 同じ 者 

②パート 

     パート 、 アルバイ ト などと 呼ばれている者のう ち、 雇用期間が１ か月を 超えるか、  

     又は定めがない者で、 次のいずれかに該当する者 

     ・ 所定労働時間が正社員より 短い者 

     ・ １ 週の所定労働時間が正社員より 短い者 

③契約・嘱託社員 

     特定の職種に従事するため、 又は特定の目的のために雇用期間を 定めて雇用さ れて 

     いる者で、 契約社員又は嘱託社員と 呼ばれている者 

④派遣社員 

     労働者派遣法に基づき 派遣元事業所から 派遣さ れている者 

⑤臨時的雇用者 

     臨時的に又は日々雇用さ れている者で、 雇用契約期間が１ か月以内の者 

⑥その他 

     上記①～⑤以外の者  

 

（４）役職者 

    部下を 持つ係長級以上の者、 部下を持たなく ても それと 同等の地位にある者。  

 

（５）中途採用 

    採用さ れた者のう ち、 新規学卒者（ 学校卒業後３ 年以内の者であっ て、 新規学卒者採 

    用枠で採用さ れた者） 以外の者。  

 

（６）休日 

    労働契約等において労働の義務がないと さ れた日（ 例： 週休日） のこ と を いう 。  

    ただし 、 年次有給休暇や雇用調整、 生産調整のための休業は含まない。  

 

（７）所定労働時間 

    就業規則等で定めら れた、 始業時刻から 終業時刻までの時間から 休憩時間を 除いた時 

    間を いう 。  

 



 

5 
 

（８）所定外労働時間 

    所定労働時間以外に、 早出、 残業、 臨時の呼出、 休日出勤等により 実際に勤務し た時 

    間を いう 。  

 

（９）外国人労働者 

   次の在留資格で就労し ている外国人をいう 。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）リスキリング 

   新し い職業に就く ために、 または今の職業で必要と さ れるスキルの大幅な変化に適応 

   するために、 必要なスキルを 獲得する（ さ せる） こ と をいう 。  

 

９ 利用上の注意 

 （１）特に明示し ない限り 、 事業所に関する数値は中小企業に関するも のである。  

 （２）数値は、 原則と し て小数点第２ 位を四捨五入し た。 そのため、 合計と 内訳の計が一致 

    し ない場合がある。  

 （３）統計表のう ち、 標本がないも のについては「 －」 と し た。  

 （４）報告書中に用いている「 ポイ ント 」 と は、 パーセント と パーセント と の差を 表す。  

就労目的で在留が認めら れる者で、 経営者、 技術者、 研修者、

外国料理の調理師、 特定技能など

身分又は地位に基づく 者で、 定住者、 永住者、 日本人の配偶者など

技能移転を通じ た開発途上国への国際協力を目的と し た在留資格

85種類156作業

経済連携協定（ EPA） に基づく 外国人看護師・ 介護福祉士候補者、

ワーキングホリ デー利用者、 外国人建設就労者、 外国人造船就労者など

本来の在留資格である活動以外に就労活動を行う 者で、

留学生のアルバイ ト など

専門的・ 技術的分野の在留資格

身分に基づく 在留資格

技能実習

特定活動

資格外活動


